
令和７年度東予地方局不法投棄防止対策会議 

 

 

 

 

 

 

 

次 第 

 

 

１ 開 会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 委員紹介（自己紹介） 

 

４ 議 事 

(1) 令和７年度東予地方局不法投棄防止対策推進協議会の運営について 

(2) 東予地方局における不法投棄防止等の取組みについて 

(3) 各市における不法投棄防止等の取組みについて 

(4) 海上保安部における不法投棄防止等の取組みについて 

(5) 各警察署管内における不法投棄等の検挙状況について 

(6) 排出事業者及び産業廃棄物処理業者における活動状況の報告について 

(7) その他 

 

５ 閉 会 

 

 

日時：令和７年９月12日（金） 

           14時00分～ 

場所：愛媛県東予地方局７階大会議室 



 東予地方局不法投棄防止対策推進協議会設置要綱 

（設置） 

第１条 廃棄物の不法投棄を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、「東

予地方局不法投棄防止対策推進協議会」（以下「推進協議会」という。）を設置する。 

（任務） 

第２条  推進協議会は、「東予地方局不法投棄防止対策会議」において検討した次の事項

にかかる対策を推進し、関係機関相互の活動の調整を行うものとする。 

  （１）不法投棄防止のための監視 

  （２）不法投棄防止に関する意識の啓発 

  （３）不法投棄物の処理 

  （４）その他、不法投棄防止のための具体策の推進 

（組織） 

第３条  推進協議会は、次の各号に掲げる別表の者をもって組織し、地方局長が選任する。 

  （１）排出事業者を代表する者 

  （２）産業廃棄物処理業者を代表する者 

  （３）各所轄警察署を代表する者 

  （４）各所轄海上保安部（署）を代表する者 

  （５）東予地方局管内（今治支局管内を除く。）各市を代表する者 

  （６）県職員 

２  委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第４条  推進協議会の会議は、会長が招集し、主宰する。 

（会長） 

第５条  推進協議会に会長を置き、会長には健康福祉環境部長が当たる。 

２  会長が事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を

代理する。 

３  会長は、必要があると認めるときは、委員以外のものを会議に出席させ、意見を聞く

ことができる。 

（幹事会） 

第６条  推進協議会に、第２条の対策の効率的な実施方法を検討するため、必要に応じて

幹事会を置くものとする。 

２  幹事は、委員の中から会長が指名するものとする。 

（解散） 

第７条  推進協議会は、その任務を達成したときに解散する。 

（庶務） 

第８条  推進協議会の庶務は、東予地方局健康福祉環境部環境保全課において処理する。 

第９条  この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に関して必要な事項は、会長が

定める。 

附 則 

この要綱は、平成３年５月１６日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１８年７月７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１５日から施行する。 



別表 

 

東予地方局不法投棄防止対策推進協議会委員 

 

１ 次の各号に所属する者とする。 

(１)愛媛県建設業協会四国中央支部 

(２)愛媛県建設業協会新居浜支部 

(３)愛媛県建設業協会西条支部 

(４)四国中央商工会議所 

(５)新居浜商工会議所 

(６)西条商工会議所 

(７)えひめ産業資源循環協会西条地区 

 

２ 次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。 

(１)四国中央警察署生活安全課長 

(２)新居浜警察署生活安全課長 

(３)西条警察署生活安全課長 

(４)西条西警察署生活安全課長 

(５)今治海上保安部警備救難課長 

(６)今治海上保安部三島川之江分室長 

(７)新居浜海上保安署地域防災対策官 

(８)新居浜市廃棄物対策課長 

(９)西条市衛生課長 

(10)四国中央市生活環境課長 

(11)地域産業振興部総務県民課長 

(12)地域産業振興部課税課長 

(13)農林水産振興部農業振興課長 

(14)農林水産振興部森林林業課長 

(15)東予家畜保健衛生所長 

(16)建設部管理課長 

(17)四国中央土木事務所用地管理課長 

(18)健康福祉環境部長 

(19)健康福祉環境部環境保全課長 

(20)四国中央保健所衛生環境課長 

 



令和７年度東予地方局不法投棄防止対策会議配席図

日時：令和７年９月12日（金）１４：００～　

場所：東予地方局７階大会議室

入　口 入　口

傍　聴　者　席傍　聴　者　席 傍　聴　者　席
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（会長）



資料１ 

令和６年度東予地方局不法投棄防止対策推進協議会の活動状況 
 

○令和６年度東予地方局不法投棄防止対策会議 

 令和６年度事業実施計画（案）の説明、関係機関における令和５年度の不法投

棄防止対策活動等の報告、委員間による意見交換等を行い、関係機関相互の連携

強化を図りました。 

実施日時 

・場所 

令和６年９月 18 日（水）14 時から 15 時まで 

東予地方局（西条庁舎）７階大会議室 

参加機関 

 (一社)愛媛県建設業協会西条支部、新居浜商工会議所、西条商

工会議所、えひめ産業資源循環協会西条地区、四国中央警察署、

新居浜警察署、西条警察署、今治海上保安部、新居浜海上保安署、

新居浜市役所、西条市役所、四国中央市役所、東予地方局（総務

県民課、課税課、農業振興課、森林林業課、東予家畜保健衛生所、

管理課、四国中央保健所、環境保全課） 

議  題 

１ 令和６年度東予地方局不法投棄防止対策推進協議会の運営

について 

２ 東予地方局における不法投棄防止等の取組みについて 

３ 各市における不法投棄防止等の取組みについて 

４ 海上保安部における不法投棄防止等の取組みについて 

５ 各警察署管内における不法投棄などの検挙状況について 

６ 排出事業者及び産業廃棄物処理業者における活動状況の報

告について 

７ 災害廃棄物処理体制について 

８ その他 

 

○不法投棄ごみ撤去活動 

不法投棄防止対策推進協議会委員の所属機関等の職員により、次のとおり不法

投棄されていたごみの撤去・処分を行いました。 

実施日時 

・場所 

令和７年２月 26 日（水） 

西条市ひうち 防潮堤沿いの市道 

参加機関 

(一社)愛媛県建設業協会四国中央支部、(一社)愛媛県建設業協

会西条支部、えひめ産業資源循環協会西条地区、新居浜警察署、

西条警察署、西条西警察署、西条市役所、四国中央市役所、東予

地方局（東予家畜保健衛生所、管理課、四国中央保健所、環境保

全課）、愛媛県（循環型社会推進課） 

実施結果 

・参加者 約 70 人 

・撤去した廃棄物（主なもの） 

 可燃・不燃ごみ 190 ㎏ 

 

 

 

 

 

 





資料２ 
 

令和７年度東予地方局不法投棄防止対策推進協議会の活動計画（案） 

 

日 程 計 画 内 容 備考 

９月12日 

開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度東予地方局不法投棄防止対策会議 

〔議題等〕 

１ 令和７年度東予地方局不法投棄防止対策推進協議会

の運営について 

２ 東予地方局における不法投棄防止等の取組みについ

て 

３ 各市における不法投棄防止等の取組みについて 

４ 海上保安部における不法投棄防止等の取組みについ

て 

５ 各警察署管内における不法投棄等の検挙状況につい

て 

６ 排出事業者及び産業廃棄物処理業者における活動状

況の報告について 

７ その他 

 

10月以降 

実施予定 

 

 

 

 

 

不法投棄ごみ撤去活動 

 不法投棄が著しい箇所で不法投棄されたごみの撤去活

動を実施し、参加者が用意した収集運搬車両により市の

処分場まで運搬する。 

また、撤去箇所に不法投棄防止を啓発する看板が、設置

可能であれば設置する。 

 〇参加者 協議会委員の所属機関等の職員 

 〇活 動 不法投棄ごみの撤去活動 

 〇場 所 年間１箇所 

 

令和７年度中 協議会設置要綱の見直し（事務局にて対応） 

全ての委員を充て職とし、任期の定め（２年）を削るこ

ととしたい。 

 

 



 東予地方局不法投棄防止対策推進協議会設置要綱（改正案） 

（設置） 

第１条 廃棄物の不法投棄を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、「東

予地方局不法投棄防止対策推進協議会」（以下「推進協議会」という。）を設置する。 

（任務） 

第２条  推進協議会は、「東予地方局不法投棄防止対策会議」において検討した次の事項

にかかる対策を推進し、関係機関相互の活動の調整を行うものとする。 

  （１）不法投棄防止のための監視 

  （２）不法投棄防止に関する意識の啓発 

  （３）不法投棄物の処理 

  （４）その他、不法投棄防止のための具体策の推進 

（組織） 

第３条  推進協議会は、次の各号に掲げる別表の者をもって組織し、地方局長が選任する。 

  （１）排出事業者を代表する者 

  （２）産業廃棄物処理業者を代表する者 

  （３）各所轄警察署を代表する者 

  （４）各所轄海上保安部（署）を代表する者 

  （５）東予地方局管内（今治支局管内を除く。）各市を代表する者 

  （６）県職員 

２  委員の任期は、第７条の規定により推進協議会が解散する日までとする。 

（会議） 

第４条  推進協議会の会議は、会長が招集し、主宰する。 

（会長） 

第５条  推進協議会に会長を置き、会長には健康福祉環境部長が当たる。 

２  会長が事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を

代理する。 

３  会長は、必要があると認めるときは、委員以外のものを会議に出席させ、意見を聞く

ことができる。 

（幹事会） 

第６条  推進協議会に、第２条の対策の効率的な実施方法を検討するため、必要に応じて

幹事会を置くものとする。 

２  幹事は、委員の中から会長が指名するものとする。 

（解散） 

第７条  推進協議会は、その任務を達成したときに解散する。 

（庶務） 

第８条  推進協議会の庶務は、東予地方局健康福祉環境部環境保全課において処理する。 

（雑則） 

第９条  この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に関して必要な事項は、会長が

定める。 

附 則 

この要綱は、平成３年５月１６日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１８年７月７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和 年 月 日から施行する。 



別表（第３条関係） 

 

東予地方局不法投棄防止対策推進協議会委員 

 

区 分 職 名 

排出事業者（第１号） 

愛媛県建設業協会四国中央支部事務局長 

愛媛県建設業協会新居浜支部事務局長 

愛媛県建設業協会西条支部資材委員長 

四国中央商工会議所事務局長 

新居浜商工会議所事務局長 

西条商工会議所専務理事 

産業廃棄物処理業者（第２号） えひめ産業資源循環協会西条地区会長 

管内警察署（第３号） 

四国中央警察署生活安全課長 

新居浜警察署生活安全課長 

西条警察署生活安全課長 

西条西警察署生活安全課長 

管内海上保安部（第４号） 

今治海上保安部警備救難課長 

今治海上保安部三島川之江分室長 

新居浜海上保安署地域防災対策官 

管内市（第５号） 

新居浜市廃棄物対策課長 

西条市衛生課長 

四国中央市生活環境課長 

県職員（第６号） 

地域産業振興部総務県民課長 

地域産業振興部課税課長 

農林水産振興部農業振興課長 

農林水産振興部森林林業課長 

東予家畜保健衛生所長 

建設部管理課長 

四国中央土木事務所用地管理課長 

健康福祉環境部長 

健康福祉環境部環境保全課長 

四国中央保健所衛生環境課長 

 

 

 



○東予地方局不法投棄防止対策推進協議会設置要綱 改正新旧対照表（案） 

改  正  後 改  正  前 

（組織） 

第３条  推進協議会は、次の各号に掲げる別表の者をもって組織し、地方局

長が選任する。 

  （１）排出事業者を代表する者 

  （２）産業廃棄物処理業者を代表する者 

  （３）各所轄警察署を代表する者 

  （４）各所轄海上保安部（署）を代表する者 

  （５）東予地方局管内（今治支局管内を除く。）各市を代表する者 

  （６）県職員 

２  委員の任期は、第７条の規定により推進協議会が解散する日までとす

る。                         

（雑則） 

第９条  この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に関して必要な

事項は、会長が定める。 

 

別表（第３条関係） 

 

東予地方局不法投棄防止対策推進協議会委員 

 

区 分 職 名 

排出事業者（第１号） 

愛媛県建設業協会四国中央支部事務局長 

愛媛県建設業協会新居浜支部事務局長 

愛媛県建設業協会西条支部資材委員長 

四国中央商工会議所事務局長 

新居浜商工会議所事務局長 

西条商工会議所専務理事 

産業廃棄物処理業者 

（第２号） 

えひめ産業資源循環協会西条地区会長 

管内警察署（第３号） 

四国中央警察署生活安全課長 

新居浜警察署生活安全課長 

西条警察署生活安全課長 

西条西警察署生活安全課長 

（組織） 

第３条  推進協議会は、次の各号に掲げる別表の者をもって組織し、地方局

長が選任する。 

  （１）排出事業者を代表する者 

  （２）産業廃棄物処理業者を代表する者 

  （３）各所轄警察署を代表する者 

  （４）各所轄海上保安部（署）を代表する者 

  （５）東予地方局管内（今治支局管内を除く。）各市を代表する者 

  （６）県職員 

２  委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合

における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

      

第９条  この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に関して必要な

事項は、会長が定める。 

 

別表 

 

東予地方局不法投棄防止対策推進協議会委員 

 

１ 次の各号に所属する者とする。 

(１)愛媛県建設業協会四国中央支部 

(２)愛媛県建設業協会新居浜支部 

(３)愛媛県建設業協会西条支部 

(４)四国中央商工会議所 

(５)新居浜商工会議所 

(６)西条商工会議所 

(７)えひめ産業資源循環協会西条地区 

 

２ 次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。 

(１)四国中央警察署生活安全課長 

(２)新居浜警察署生活安全課長 

(３)西条警察署生活安全課長 



改  正  後 改  正  前 

管内海上保安部（第４号） 

今治海上保安部警備救難課長 

今治海上保安部三島川之江分室長 

新居浜海上保安署地域防災対策官 

管内市（第５号） 

新居浜市廃棄物対策課長 

西条市衛生課長 

四国中央市生活環境課長 

県職員（第６号） 

地域産業振興部総務県民課長 

地域産業振興部課税課長 

農林水産振興部農業振興課長 

農林水産振興部森林林業課長 

東予家畜保健衛生所長 

建設部管理課長 

四国中央土木事務所用地管理課長 

健康福祉環境部長 

健康福祉環境部環境保全課長 

四国中央保健所衛生環境課長 
 

(４)西条西警察署生活安全課長 

(５)今治海上保安部警備救難課長 

(６)今治海上保安部三島川之江分室長 

(７)新居浜海上保安署地域防災対策官 

(８)新居浜市廃棄物対策課長 

(９)西条市衛生課長 

(10)四国中央市生活環境課長 

(11)地域産業振興部総務県民課長 

(12)地域産業振興部課税課長 

(13)農林水産振興部農業振興課長 

(14)農林水産振興部森林林業課長 

(15)東予家畜保健衛生所長 

(16)建設部管理課長 

(17)四国中央土木事務所用地管理課長 

(18)健康福祉環境部長 

(19)健康福祉環境部環境保全課長 

(20)四国中央保健所衛生環境課長 

 



資料３ 

令和６年度東予地方局における不法投棄防止等の取組みについて 
 

【未然防止対策】 

○産業廃棄物排出事業者処理責任啓発事業 

排出事業者を対象に年１回、廃棄物適正処理講習会を開催。各種の基準、制度等について講習。 

（R6.6.20開催［東予地方局（西条庁舎）７階大会議室］ 88名参加） 

○産業廃棄物収集運搬車両の検問 

警察と合同で、産業廃棄物を運搬している車両の検問を行い、マニフェスト等の携帯状況等を確

認し、無許可営業及び不適正運搬の取締り等を行った。 

R6.12.3 四国中央市川之江町 国道11号線沿い（四国中央警察署、新居浜警察署） 

（結果）特に問題なし。 

R7.2.27 西条市船屋 県道13号壬生川新居浜野田線 路上（西条警察署） 

（結果）特に問題なし。 

○不法投棄防止看板の設置 

市町から要望のあった不法投棄多発箇所に不法投棄防止看板を設置。 

昨年度設置：新居浜市…自立式２台 

 

【早期発見（行政）】 

○産業廃棄物監視機動班 

構 成 ：県庁循環型社会推進課、各保健所の職員 

事業内容：定期巡回監視、住民通報対応、不法投棄行為者への指導、事業者等への意識啓発、愛媛

県防災ヘリコプターによるスカイパトロール等 

 

【早期発見（民間）】 

○不法投棄等通報フォームの設置 

Ｗｅｂフォームを使用し、県民からの通報を積極的に受ける。従来の電話での受付と比較して、

より正確、かつ過不足なく情報収集が可能になった。 

[ＷｅｂフォームＵＲＬ https://logoform.jp/form/XG6n/667619] 

 

【早期是正・指導】 

○県庁循環型社会推進課へ県警本部から派遣職員（廃棄物監視指導官）の配置 

本庁主幹級（警察階級…警部）１名 

○産業廃棄物適正処理指導員（警察ＯＢ）の配置 

暴力団関係者等に厳正な対応が行うことができるなど、指導効果の高い警察ＯＢを県下に６名

（各保健所）配置し、不法投棄等監視パトロールを常時実施し、指導体制を強化。 

○不法投棄監視カメラの設置（現在、県下25台） 

不法投棄が多くみられる現場に夜間監視可能な監視カメラを設置。 

平成24年12月 新居浜市の県道新居浜別子山線の沿線に設置 

平成26年12月 上記新居浜市内設置カメラを同市内岸の上町国領川に移設 

平成30年５月  新居浜市荷内町の県道壬生川新居浜野田線の沿線に設置 

 

 

 

 







資料３

不法投棄 不法焼却
保管基準
違反

処分基準
違反

土砂条例
違反

その他

令和６年
４月 16 16 1,541 2 2 1 1 2

５月 15 15 1,587 1 1 3 3

６月 16 16 1,524 1 1 2 2 1

７月 14 14 1,353 1 1

８月 15 15 1,427 2 1 1 1 1 2

９月 14 14 1,491

10月 17 17 1,846 2 2

11月 14 14 1,557 1 1

12月 15 15 1,587 1 1 1 1 1
令和７年
１月 13 13 1,323 1 1

２月 12 12 1,114 2 1 1 1 1 1

３月 14 14 1,460 1 1

合計 175 175 17,810 10 4 2 1 3 2 14 16 3

不法投棄 不法焼却
保管基準
違反

処分基準
違反

土砂条例
違反

その他

令和６年
４月 16 16 1,610 3 3

５月 16 16 1,792 3 3

６月 16 16 1,726 1 1 1 3 4

７月 18 18 1,848 3 3

８月 15 15 1,635 1 1

９月 15 15 1,593 1 1

10月 14 14 1,413 1 1

11月 15 15 1,623 1 1

12月 16 16 1,604 1 1
令和７年
１月 14 14 1,449

２月 13 13 1,260 1 1 1 1

３月 16 16 1,612 2 2

合計 184 184 19,165 2 1 1 1 20 21

※指導中、行為者不明件数は当月内での状況であり、現在の件数ではありません。

令和６年度　産業廃棄物監視機動班の活動状況について

（西条保健所管内）

（四国中央保健所管内）

行為者
不明件数指導中

件　数
指導延べ
件　　数

勤務
日数

（日）

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
日数

（日）

走行距離

（km）

不適正処理の発見 行為者等への指導

新　規
発見数

勤務
日数

（日）

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
日数

（日）

走行距離

（km）

不適正処理の発見 行為者等への指導

指導中
件　数

指導延べ
件　　数

行為者
不明件数新　規

発見数

左　の　内　訳
改善済み
件　　数

左　の　内　訳
改善済み
件　　数
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